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０ 第１回土地利用計画等検討部会の振り返り（再掲） 札幌市都市計画審議会 第４回土地利用計画等検討部会（平成29年11月2日開催）

■ 見直しの論点案

○都心に投資を呼び込み、魅力・活力を高める土地利用計画の在り方
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・都市基盤の整備状況や機能集積の動向、後背圏の違いなど、拠点ごとの

特性を踏まえた機能集積

・にぎわいや交流が生まれる質の高い場の創出

・待合空間の確保や乗継利便性の向上など交通結節点としての利便性向上

・都市開発における都市の低炭素化・強靭化の推進

・観光・MICE機能の戦略的な誘致の促進

・商業、業務、居住など多様な機能の集積促進

・四季を通じて快適に過ごせる歩行者優先の回遊環境の形成促進

・地区の特性を生かした魅力ある街並みづくりの促進

○地域交流拠点の機能集積と魅力向上に向けた土地利用計画の在り方

○集合型居住誘導区域の設定を念頭に置いた土地利用計画の在り方

・人口分布の動向を踏まえた居住誘導

・地域特性に応じた居住環境の向上

○持続可能な居住環境形成エリアの設定を念頭に置いた土地利用計画の
在り方

・郊外ならではの居住環境の維持と多様な世代の流入の促進

・生活利便性や交通利便性の確保

○工業・流通業の需要変化に対応した土地利用計画の在り方

・工場・物流施設の新設・更新への対応

・産業構造の変化に伴う物流機能の複合化・高度化への対応

○札幌の都市個性を伸ばし、新たな魅力を創造する、メリハリある
土地利用誘導の在り方

・守るべき自然環境の維持と良好な景観の保全・創出

・地域特性を踏まえた個別開発・土地利用の適正化

・市街化調整区域内の高次機能交流拠点の機能強化と魅力向上

地域交流拠点等における緩和型土地利用計画等の運用
方針に基づく対応

工業地・流通業務地の未利用地調査の実施

土地利用現況調査の実施

現在の取組状況

もみじ台地区におけるエリアマネジメントの実施など

路面電車電停周辺地区における地域特性に応じた景観
まちづくりの実施など

(仮称)都心における開発誘導方針の検討(緩和型土地利
用計画制度の効果的な活用など)
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見直しの論点案に関すること

○街なかにおいて、地下の歩行空間だけでなく、地上部の雁木が連続する街並みを誘導するなど、積雪寒冷地の特性を

踏まえた取組の検討が重要。

○人口は減少していくが、その一方で学会の受け入れのためホテルを充実していくなど、短期的な集客交流の在り方に

ついて検討していくことが重要。

○集合型居住誘導区域外で、現状では再開発事業の対象とならない地域についても、今後の建替え動向を踏まえていく

ことが重要。

○現時点ではスーパーやコンビニが周りにある地域でも、将来的に商業施設の立地状況が変化することもある。また、

現在車でスーパー等を利用している人も、将来運転できなくなることがある。そうした危機感を持って検討する視点

が重要。

○工業地・流通業務地の土地利用については、市街化区域だけでなく、市街化調整区域にも制度上立地可能な流通業務

施設がある事実も踏まえて議論することが重要。

○これまで都市化の圧力の中で市内の農地は減り続けてきたが、今後は農地の多面的な機能も評価し、保全していくこ

とが重要。

○全国的には都市内の農地(生産緑地)の宅地化が加速するのではないかとの予測もあるが、都市内の農地については、

例えば緑と一緒に暮らすライフスタイルを支える場としての土地利用を考える視点が重要。

○人口減少が予測される中、全国や海外から人を呼び込む視点が重要。観光客を呼び込むなど、経済活性化の視点で、

自然が豊かな市街化調整区域の活用を考えていくことが重要。

見直し全体に関わること

○人口予測にあたっては、どんなニーズを持った人がどこに流入してくるかまでを踏まえ、土地利用計画を考えていく

ことが重要。

○住みたい街として上位にランキングされる札幌は、市民の幸福度も高い街だと言える。これを将来的にどう維持して

いくかという観点が必要であり、そのためにも札幌市はしっかりと方針を示すことが重要。

○今後の土地利用計画やその運用を考えるにあたっては、隣接都市の土地利用状況など広域的な観点も踏まえることが

重要。

検討の進め方に関すること

○今後検討を進めるにあたっては、平成18年・平成24年の用途地域等全市見直しによる効果を踏まえることが重要。

■ 部会意見



◆これまでの取り組み

 工業系用途地域から住宅系用途地域への指定変更

…既に住宅地へ転換した区域について、住宅市街地としての環境を保全するため、第一
種住居地域へ変更

札幌市都市計画審議会 第４回土地利用計画等検討部会（平成29年11月2日開催）

■平成16年 都市計画マスタープラン策定時の考え方

■平成28年 第２次都市計画マスタープランにおける新たな視点

２

○都市化の進展に伴い、工業や流通業務に関
わる土地利用の需要の増大を支えるため、
周辺住宅地の住環境の保護や幹線道路等の
交通基盤との対応に配慮して、新たな団地
整備を計画的に進めてきた。

 人口減少・少子高齢化の進行に伴う生産年齢人口の減少等により、経済規模が縮小するこ
とが予想されており、都市の活力を高めるためには産業集積や産業育成による経済の活性
化を図る必要がある。

◆状況の変化

 第一種・第二種職住共存地区（新設の特別用途地区）の新規指定

◆新たな課題認識

 既存の工業地・流通業務地内の建物の老朽化が進行し、更新の時期を迎える中で、時代の
変化に伴う工業系土地利用の再編や産業機能の高度化への対応が必要となっている。

 工業系の土地利用を図る地区は、比較的制限の緩やかな用途地域等が指定されてい
るため、さまざまな機能の混在が進むことが予想される。

 工場は敷地が比較的大きいため、撤退後の跡地利用として、マンションや大規模な
店舗等も立地が可能。

道路基盤などと対応した集約的な土地利用により、業務の利便の確保と周辺市街地環境と
の調和を図る。

産業の構造変化などを背景とした土地利用転換の動向に対しては、周辺市街地との調和と
都市構造の秩序の確保を前提として対応する。

◆具体の対応

- 第一種職住共存地区

…住宅地への土地利用転換が進んでいる区域について、住宅市街地としての環境保全を
進めるため、大規模な店舗や風俗営業店等のほか、既存の建替えを除く工場・倉庫等
の建築を制限

- 第二種職住共存地区

…現在も工場・倉庫等が立地している区域について、工業施設の立地を許容しつつ市街
地環境の秩序の維持を図るため、大規模な店舗や風俗営業店等の建築を制限

※特別工業地区や流通業務地区、地区計画の指定により、産業団地の操業環境の維持・保
全が図られている区域については、それらを保持

■平成18年 全市見直しにおける検討

 工場跡地における風俗営業店や大規模店舗等の無秩序な立地を防ぐ必要がある。

 工業地内に住宅の立地が進んでいる状況にあっては、工場等と住宅との適切な共存が図ら
れるよう、対応を検討する必要がある。

◆土地利用計画の見直し検討の方向性

＜工業団地における用途混在事例＞
（H16マスタープラン策定当時）

＜工場跡地の土地利用転換事例＞
（H16マスタープラン策定当時）

参考：発寒木工団地 参考：東）東苗穂2条3丁目

工場・倉庫等の操業環境を維持するとともに、個別的な土地利用転換への適切な対応が必要

工業系の土地利用が必要な地区における機能の維持・向上や、土地利用の再編・高度化に
対応する土地利用計画制度の運用を検討する。

◆前マスタープランにおける工業地・流通業務地の土地利用の考え方

◆第２次マスタープランの工業系土地利用の考え方

○古くからある工場の撤退などにより、個別的に土地利用転換が進む動向が見られる。

◆現状・課題

（出典）H16 都市計画
マスタープラン

工業地・流通業務地

１ 札幌における工業地・流通業務地の土地利用の経緯

道路基盤等と対応した集約的な土地利用により、業務の利便の確保と
周辺市街地環境との調和を図る。

都市構造の秩序の維持や周辺の市街地環境への配慮を前提としながら、
土地利用動向の変化を踏まえた土地利用転換の適切な誘導を図る。

前マスタープランを
踏襲



① 東区丘珠地区工業団地周辺（第二種職住共存地区）

１ 札幌における工業地・流通業務地の土地利用の経緯 札幌市都市計画審議会 第４回土地利用計画等検討部会（平成29年11月2日開催）

○第一種職住共存地区
工業地域、準工業地域が指定されている区域のうち、住宅市
街地の環境保全を進める区域について指定

○第二種職住共存地区
工業地域、準工業地域が指定されている区域のうち、工業施
設の立地を許容しつつ市街地環境の秩序の維持を図る区域に
ついて指定

② 白石区中央2条2丁目周辺（第二種職住共存地区）

制限の概要

種類 指定
面積

専用
住宅 店舗 映画館

等 倉庫 工場

第一種 86ha ○
床面積
3,000㎡
以下

×
床面積
3,000㎡
以下
（※1）

床面積
50㎡
以下
（※2）

第二種 974ha ○
床面積
3,000㎡
以下

× ○
床面積
3,000㎡
以下
（※3）

H18撮影 H28撮影
上図黒枠内の航空写真

• 開発行為等により、工場・倉庫が戸建住宅・共同住宅に変化。
• 現存する工場・倉庫についても、概ね築30年以上である。

※1 建替えの場合は、許可により制限を超えることも可能。
※2 原動機を使用する場合。また、建替えの場合は、許可により制限を超えることも
可能。

※3 制限を超える場合は許可が必要。

• 土地利用の大きな変化は見られない。
• 職住共存地区を指定している他の地区に比べ、
工業系施設の立地割合が高い。

■平成24年 全市見直し以降の土地利用動向■第一種・第二種職住共存地区の指定状況

■第一種・第二種職住共存地区の概要

①東)丘珠地区工業団地周辺

②白)中央2条2丁目周辺

③白)中央1条6丁目周辺

③ 白石区中央1条6丁目周辺（第一種職住共存地区）

• 特に戸建住宅の建築が進んでいる。
• 地区内には、既に工場・倉庫等が1棟も立地していない。

※ 表中の【 】内は、平成21年時点と平成27年時点の都市計画基礎調
査データを比較した場合の、エリア内の「棟数の増減」及び「棟数
割合の増減」。

※ 図中の赤囲みの建物は、平成21年以降に建った建築物。

○土地利用動向は、各地区によって大きな差がある。

［H27時点］

H21時点：棟数（割合） H27時点：棟数（割合）

住居系：124（72.5％）

商業系：7（4.1％）

工業系：40（23.4％）

住居系：169（80.1％）
【＋45（＋7.6％）】

商業系：6（2.8％）
【－1（－1.3％）】

工業系：36（17.1％）
【－4（－6.3％）】

H21時点：棟数（割合） H27時点：棟数（割合）

住居系：47（21.6％）

商業系：42（19.3％）

工業系：126（57.8％）

文教系：1（0.5％）
その他：2（0.9％）

住居系：44（20.5％）
【－3（－1.1％）】

商業系：40（18.6％）
【－2（－0.7％）】

工業系：128（59.5％）
【＋2（＋1.7％）】

文教系：1（0.5％）
その他：2（0.9％）

H21時点：棟数（割合）

住居系：34（94.4％）

商業系：2（5.6％）

H27時点：棟数（割合）

住居系：44（97.8％）
【＋10（＋3.3％）】

商業系：1（2.2％）
【－1（－3.3％）】

［H27時点］

［H27時点］

（出典）都市計画基礎調査（H21，H27）／札幌市

３
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札幌市都市計画審議会 第４回土地利用計画等検討部会（平成29年11月2日開催）

■札幌の経済の概況 ■本市の産業振興における工業・流通業に対する考え方

４

◆これまでの取組

◆新たな課題認識

 消費者ニーズの多様化など物流を取り巻く社会情勢の変化を背景として、施設や物流機能の
高度化・効率化が求められているなか、立地企業の施設の老朽化や施設更新に必要な土地不
足などの様々な問題が生じている。

２ 札幌の産業における工業・流通業の現状

 札幌市の市内総生産は、横ばいで推移している。

 工業・流通業に係る業種のうち、卸売業や運輸業の事業所数の割合は、全国や北海道の割合
と同程度であるが、製造業の割合は、全国や北海道の割合よりも低く、全国値の半分にも満
たない。

■工業・流通業に係る業種の事業所数の推移

 事業所数は、近年、おおむね横ばいの状態である。

- 札幌は、事業所数・従業者数・市内総生産額の全てにおいて、全国に比べて製造業の割
合が低い状況にある。

- 一方、製造業は、原材料や製品の仕入れ、製造機器の調達等の取引を通じて広範囲に経
済波及効果が及び、地域全体の経済活性化に寄与するものであり、人口の減少や産業の
空洞化による地域経済の衰退を防ぐためには、製造業やその取引先となる裾野産業、流
通産業を含めたものづくり関連産業の立地促進を積極的に図る必要がある。

⇒人材が確保しやすいという札幌の強みや、広い工業用地を有するといった近隣市町村の
強みなど、互いの強みを生かし、札幌圏として連携した企業誘致を推進するとともに、
市内に立地している企業の増設や建替えに対しては、補助制度を運用するなど、設備投
資支援に取り組んできた。

経済の活性化や産業基盤の強化を図るとともに、雇用の場を維持・創出するため、市内企
業が今後も市内で操業し続けられるような立地環境の整備が求められている。

製造業の事業所数の推移（札幌市）
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道路旅客運送業 道路貨物運送業 倉庫業 その他の運輸業

1,424 1,451

1,780
1,655 1,679

 市内に立地している工場等の中には、施設の増設や建替えに対応できる立地適地を見つける
ことができず、市外に移転する事例も生じている。

○市内企業の市外移転

○流通機能の強化

卸売業の事業所数の推移（札幌市）

運輸業の事業所数の推移（札幌市）

（出典）・事業所・企業統計調査（平成18年まで）
・経済センサス（平成21年以降） ／総務省統計局

○産業基盤の強化と雇用環境の改善を目的とした企業の立地促進

- 札幌は、北海道経済の中心都市であり、食料品製造業などが多く存在し、国内外各地へ
の流通機能が備わっていることから、北海道の食の一大集積地となっている。

- 食分野は、農業はもちろん食料品製造業、卸売業、運輸業、飲食業、小売業など様々な
産業への波及が期待できる分野であり、食を意識した施策を展開することで様々な産業
の活性化が期待できる。

○食の魅力を生かした産業の高度化

北海道・札幌の物流循環の効率化を図るため、道内物流の要衝を担う大谷地流通業務団地
の戦略的な高度化に向けた土地利用計画の見直しや施設更新に必要な土地の確保等、物流
施設の立地環境の整備が求められている。

⇒北海道の強みを生かせる食関連産業の機能集積を図ってきた。

※ 「事業所・企業統計調査」と「経済センサス」
…「事業所・企業統計調査」は、日本全国の事業所及び企
業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにすること
などを目的とする調査で、平成17年に「経済センサス」
の実施が提言されたことに伴い、平成18年の調査を最後
に、平成21年からは「経済センサス」に統合された。
調査対象は同じであるものの、調査手法が異なることか

ら、平成18年の事業所・企業統計調査の対象は約570万
事業所であるのに対し、平成21年経済センサス基礎調査
の対象は約700万事業所となっており、平成18年までと
平成21年以降の数値を単純比較することはできない。

事業所の産業別割合（H26）
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市内総生産（名目）の推移

（出典）経済センサス ／総務省統計局

（出典）平成26年度市民経済計算 ／札幌市

飲食料品卸売業
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建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
その他の卸売業



17%

29%

38%

45%

30%

35%
44%

24%

30% 34%
39%

20% 25%

38%

50%
55%

60%

45%
49%

55%

10%

30%

50%

70%

H12 H17 H23 H28

専用住宅

共同住宅

業務施設

商業施設

医療施設

工場

倉庫

【老朽率】

192 212 

322 311 
256 278 

0

100

200

300

400

500

築10年

未満

築10年

~20年

築20年

~30年

築30年

~40年

築40年

~50年

築50年

以上

【棟数】

150 

222 

371 352 
302 

233 

0

100

200

300

400

500

築10年

未満

築10年

~20年

築20年

~30年

築30年

~40年

築40年

~50年

築50年

以上

【棟数】

83
71
66

55
13
5
1
9

0 20 40 60 80 100

施設が手狭になったため
施設の老朽化の解消

事業拡大・生産能力の増強
経営の効率化・拠点の適正配置

近隣との関係悪化の解消
他分野への進出
リスク分散

その他

現地建替え 用地取得済 用地探索中

製造業 3 10 8 32 53 14.6% 585 363 62.1%
道路貨物運送業 1 2 2 10 15 17.0% 172 88 51.2%
倉庫業 0 0 0 1 1 8.3% 15 12 80.0%
卸売業 12 8 25 42 87 12.6% 1,228 690 56.2%
全体 16 20 35 85 156 13.5% 2,000 1,153 57.7%

回答数
（社）

回答率
調査対象
（業種）

現在計画がある 中長期的に
検討する

合計
（社）

回答数に
対する割合

発送数
（社）

札幌市内または札幌市近郊で工場・倉庫等の新設、増設、移転を検討している市内企業
（回答社数：149）

札幌市都市計画審議会 第４回土地利用計画等検討部会（平成29年11月2日開催）

■工業系用途地域の指定状況

３ 論点別の見直しの方向（仮説）

５

○工場・倉庫ともに半数以上が築30年を超える老朽建築物であり、更新時期に差し掛かっている。また、他の用途と比べて老
朽化が進んでいる状況もみられる。

○棟数は年々減少している一方で、建築面積・延床面積ともに増加しており、個々の施設の規模は大型化している状況にある。○工業・流通業の需要変化に対応した土地利用計画の在り方

・工場・物流施設の新設・更新への対応

・産業構造の変化に伴う物流機能の複合化・高度化への対応

■論点
■工場・倉庫等の建築動向

①＜建築年・延床面積規模別＞工場棟数

■市内企業の動向

○市内企業に対するアンケート調査によると、老朽化した施設の更新や、施設の規模拡大・機能増進を目的とした工場や倉庫
等の新設、増設、移転を現在計画している企業や、中長期的に検討するとしている企業が、現に存在する。

（出典）平成29年度企業立地・移転動向調査 ／札幌市

②＜建築年・延床面積規模別＞倉庫棟数

④ 工場・倉庫棟数の推移 ⑤ 建築面積の推移 ⑥ 延床面積の推移

新設、増設、移転の目的（複数回答）

 新設、増設、移転を現に検討している企業が一定数認められる中で、老朽化の進行と相まって、これらのニーズが今後更に
増えていくと見込まれる。

※ 平成29年度 企業立地・移転動向調査
…本社所在地が札幌市内にある又は本社所在地が札幌市外にある場合であっ
て、工場、倉庫及びこれに類する施設が札幌市内にある製造業、道路貨物運送
業、倉庫業、卸売業の企業3,817社のうち、売上高上位2,000社を対象に実施
したアンケート調査。
なお、現在、中間報告時点のため、資料中の数値は未確定値。

③ 主な用途別の老朽率の推移

（出典）都市計画基礎調査（H28）／札幌市
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現地建替え 用地取得済 用地探索中

（あてはまるもの３つまで選択可）

（社）

No. 名　　　称 分譲対象面積 分譲開始年度

① 発寒鉄工団地 53.7 ha S38 (1963)
② 発寒鉄工関連団地 33.9 ha S38 (1963)
③ 発寒木工団地 13.4 ha S38 (1963)
④ 丘珠鉄工団地 23.7 ha S38 (1963)
⑤ 大谷地流通業務団地 112 ha S42 (1967)
⑥ 手稲工業団地 27.9 ha S43 (1968)
⑦ 東苗穂工業団地 3.5 ha S45 (1970)
⑧ 発寒地区第2工業団地 7.4 ha S49 (1974)
⑨ 厚別地区軽工業団地 3.9 ha S49 (1974)
⑩ 厚別地区第2軽工業団地 4.9 ha S56 (1981)
⑪ 手稲山口軽工業団地 13.4 ha S58 (1983)
⑫ 発寒地区第3工業団地 1.1 ha S58 (1983)
⑬ 発寒地区第4工業団地 2.4 ha S59 (1984)
⑭ 丘珠地区工業団地 5.8 ha S60 (1985)
⑮ 米里北地区工業団地 5.3 ha H６ (1994)
⑯ 新川地区工業団地 11.1 ha H９ (1997)

札幌市都市計画審議会 第４回土地利用計画等検討部会（平成29年11月2日開催）３ 論点別の見直しの方向（仮説）

６

参考 東雁来第二地区の事業用地

東雁来第二地区は、平成7年10月に市街化区域に編入、平成8年度より区画整理事業が施行されてきた。
（既に全ての保留地分譲を完了し、今年度（平成29年度）末に換地処分の公告を予定。）

流通・工業業務地区

東雁来第二地区地区計画 計画図

○工場や倉庫等は、その機能や特性上、敷地面積・建築面積が大きく低層な施設となりやすい。
○容積率・建蔽率ともに工業系用途地域における使用率（※）は高くない。特に容積率について
は、市内の他の区域と比べても、使用率が非常に低い。

○アンケート調査によると、工場・倉庫等の新設、増設、移転を現在計画している企業のうち、
現地建替えを予定している企業は少ない。

■工場や倉庫等の建築特性

 指定容積率・建蔽率の全体的な引き上げ（ベースアップ）が求められる状況ではない。

 また、工場や倉庫等の建築特性上、施設の規模拡大に当たっては、建築敷地そのものの拡大
を必要とする場合が多いと考えられる。

 更に、これらの施設は工事のために閉鎖・休業するということが難しく、現地建替えが困難
である場合が多いことから、工場や倉庫等の建替え等に当たっては、移転新設するための新
たな土地（＝種地）が求められる傾向にある。

④ 用途地域別の容積率・建蔽率の使用率

○市内の工業団地は、分譲を完了している。

■札幌市内の工業団地の状況

工業団地の位置図本市の工業団地の概要 （出典）札幌市

道央札幌郵便局

 容積率使用率  建蔽率使用率

① 主な用途別の平均敷地面積 ③ 主な用途別の平均階数

地区内には、工業系用地（用途地域は準工業地域、地区計画では流通・工業業務地区を指定）として
20区画、計19haの分譲保留地が整備され、完売している。

今年の1月には、北海道コカ･コーラボトリング㈱が新たな物流センターを開設したほか、4月には、日
本郵便㈱北海道支社が建設を進めてきた道央エリアの地域区分郵便局「道央札幌郵便局」が開局、道内
最大の郵便物流拠点として注目を集めるなど、工場や流通業務施設等の建設が進んでいる。

② 主な用途別の平均建築面積

※ 使用率＝｛使用容積率（又は使用建蔽率）｝÷｛指定容積率（又は指定建蔽率）｝

（出典）都市計画基礎調査（H28）／札幌市

※ 工業団地…工業立地を促進させるとともに、無秩序な立地に伴う地域の乱開発や公害の発生を防ぐために、あらかじめ地方公共

団体などが工場やその関連建物の立地を目途に造成した工業用地。

①

②

③

⑧

⑫
⑬

④

⑭

⑤

⑥

⑪

⑦

⑮

⑨

⑩

⑯

⑤ 現在計画がある企業の新設、増設、移転の目的と建築予定用地
（回答社数：68）

（出典）平成29年度企業立地・移転動向調査
／札幌市

「用地取得済」または「用地探索中」
＝「現地建替えをしない・できない」

目的に関わらず、現地建替えをしない企業が多い

（出典）札幌市



未利用宅地 空き工場 空き倉庫 計
1,000㎡未満 1,111

1,000㎡以上～3,000㎡未満 32 5 3 40 814
3,000㎡以上～5,000㎡未満 16 0 2 18 307
5,000㎡以上～10,000㎡未満 9 0 2 11 182
10,000㎡以上～20,000㎡未満 4 1 0 5 74
20,000㎡以上～30,000㎡未満 3 0 0 3 17

30,000㎡以上 1 0 0 1 18
合計 65 6 7 78 1,412

土地の規模
現在活用できる可能性が高い土地（箇所） 築30年以上の工場等が

立地する土地 (箇所)

調査対象外

箇所数 割合 箇所数 割合 箇所数 割合

未利用宅地 46 70.8% 8 12.3% 11 16.9%
空き工場 4 66.7% 0 0.0% 2 33.3%
空き倉庫 2 28.6% 1 14.3% 4 57.1%
小計 52 66.7% 9 11.5% 17 21.8%

青空駐車場 102 76.7% 14 10.5% 17 12.8%
資材置場 12 66.7% 2 11.1% 4 22.2%
空き店舗 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
小計 117 76.0% 16 10.4% 21 13.6%

169 72.8% 25 10.8% 38 16.4%

133
18
3
154

合計 232

将来的に活用できる可能性がある土地

土地利用分類
準工業地域 工業地域 工業専用地域 工業系用途地域全体

箇所数
現在活用できる可能性が高い土地

65
6
7
78

選択肢 企業数 選択肢 企業数
幹線道路に近い 27 消費地に近接 3
用地価額が低廉 26 同業者が集積 3
従業員が通勤しやすい 18 災害リスクが低い 3
既存自社施設が近い 18 自治体の優遇制度が充実している 2
労働力が確保しやすい 14 住宅地から離れている 1
高速道路に近い 9 鉄道駅に近い 1
インフラが整っている 3 地盤がよい 1
前面道路の幅員 3 地下水が利用できる 1
取引先が集積 3 企業に地縁がある 1
用地の拡張性がある 3 その他 8

回答企業数 148

札幌市都市計画審議会 第４回土地利用計画等検討部会（平成29年11月2日開催）３ 論点別の見直しの方向（仮説）

○種地として活用できる可能性が高い土地は一定数存在するものの、全市的に工場・倉庫等の老朽化が進む中で、築30年以上の施設が立地する土地はその約20倍近くに及ぶことから、潜在的な
ニーズも含めると、十分な種地が存在するとは言い難い。

○また、必要とされる土地の規模には幅があるうえ、土地が選定される際に求められる条件も多種多様であることから、実在する土地と必要とされる土地とが適合しない場合が多く、工場・倉庫等
の立地に適した土地（＝工業適地）の確保が課題となっている。

■種地となり得る土地の状況①

 周辺環境等から工業適地とみなされる土地や、現に工場・倉庫等が集積している土地につい
て、適地として適切に維持・保全する必要があるのではないか。

 現状の地域地区等の指定状況・制限内容が、工業適地の確保に当たって十分なものとなって
いるかを検証する必要があるのではないか。

■論点別の見直しの方向（仮説）

○種地として活用できる土地の確保と、それらの土地における工業適地としての操業環境
の維持・保全

○既に住宅地へ転換した地区における住環境保護と、現に転換が進みつつある地区におけ
る工場等と住宅との適切な共存

■現状・課題

○工場・倉庫等の老朽化の進行
○工場・倉庫等の機能増進や経営効率化のための増設・移転のニーズ

■求められる視点

○工業・流通業のニーズへの適切な対応

■求められる対応

【土地利用計画上の対応（仮説）】

○工場・倉庫等の更新や機能増進等を目的とした増設を下支
えするため、工業適地として引き続き確保すべき地区につ
いては、工業系用途以外の用途の制限等を強化することを
検討

【現在及び今後の取組】

○新設･増設のため
の種地を求める
事業者と、種地
として活用でき
る土地とのマッ
チングとその連
鎖の促進

○種地の候補となり得る「現に活用できる可能性が高い未利用地等」以外にも、青空駐車場や
資材置場といった「将来的に活用できる可能性がある低利用地」が存在する。

○一方、これらの低未利用地は総じて、より制限の緩やかな準工業地域内に多く存在してお
り、工業系ではない土地利用への転換が進む可能性も十分に考えられる。

７

（出典）・平成29年度工業系未利用地調査 ／札幌市
・都市計画基礎調査（H28）／札幌市

低未利用地の分類

■対応の方向性

用地選定で優先する事項として第１位に挙げられた条件

（集計外）

（出典）平成29年度企業立地・移転動向調査 ／札幌市

■種地となり得る土地の状況②

（出典）平成29年度工業系未利用地調査
／札幌市

○個別の土地利用転換の動向に対しては、引き続き、周辺市
街地との調和と都市構造の秩序の確保を前提として対応

※ 平成29年度 工業系未利用地調査
◆調査対象地
：工業専用地域、工業地域、準工業地域のうち、
札幌テクノパーク、札幌ハイテクヒル真栄を除
く全域。
◆調査内容
①一敷地1,000㎡以上の未利用地の抽出
＊未利用地…土地利用がされていない宅地、遊
休農地、耕地、青空駐車場（建物に付随する
用途として使用されているものを除く）、資
材置場など、建物がない土地。

②空き工場・倉庫の抽出
なお、現在、中間報告時点のため、資料中の数

値は未確定値。
種地の候補地数と老朽工場・倉庫の敷地数
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○工業・流通業の需要変化に対応した土地利用計画の在り方

・工場・物流施設の新設・更新への対応

・産業構造の変化に伴う物流機能の複合化・高度化への対応

札幌市都市計画審議会 第４回土地利用計画等検討部会（平成29年11月2日開催）

■土地利用動向②

３ 論点別の見直しの方向（仮説）

■論点

８

（出典）建築着工統計調査（平成27年度計分）／国土交通省

○容積率・建蔽率の使用率は丁目ごとに差があるものの、特に容積率の使用率は全体的に低い。

倉庫の建築棟数と平均床面積の推移（全国） （出典）グラフ：国土交通省
データ：第5回東京都市圏物資流動調査

＜開設年代別＞物流施設の敷地面積規模構成割合（東京都市圏）

 「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づき整備された
流通業務団地は、現在、全国27ヵ所で稼動しており、北海

道内では「大谷地流通業務団地（昭和42年（1967年）都市計画

決定）」のみである。

 大谷地流通業務団地は、本市の物流機能を担う一大拠点とし
て高次機能交流拠点にも位置付けている。鉄道駅を内包し、

高速道路のインターチェンジ、国道12号に近接するなど、

内陸に位置する物流拠点として極めて高い利便性を有する当

団地について、物流機能の維持・向上に向けた取り組みを進

める必要がある。

 現状、指定容積率・建蔽率の全体的な引き上げ（ベースアップ）が求められる状況ではないが、個別具体の建替え動向等を
踏まえながら適切に対応する必要があるのではないか。丁目ごとの築年数の状況

■流通業務施設を取り巻く変化①

■土地利用動向①

○団地造成・分譲とともに建設されたとみられる築30年以上
の施設が6割を超える。

参考

マルチテナント型物流施設の増加

近年、複数企業に向けた賃貸型の大型物
流施設の立地が増加している。
本市においても、現在、前述の東雁来第

二地区において大和ハウス工業㈱が道内最
大級の大型マルチテナント型物流施設
（DPL札幌東雁来）の建設を進めている。

＜開設年代別＞賃貸型物流施設の割合（東京都市圏） 「DPL札幌東雁来」外観パース
（出典）大和ハウス（出典）グラフ：国土交通省

データ：第5回東京都市圏物資流動調査

■大谷地流通業務団地の位置付け

○近年、物流施設の床面積や敷地面積は増加し、施設の大型化が進んでいる。

容積率・建蔽率の使用率

10年未満 10年以上
～20年未満

20年以上
～30年未満

30年以上
～40年未満

40年以上 合計

流通センター1丁目 3 1 4 3 25 36 0
流通センター2丁目 0 0 3 1 2 6 19
流通センター3丁目 0 2 3 0 0 5 3
流通センター4丁目 2 3 4 26 1 36 0
流通センター5丁目 10 10 9 19 18 66 3
流通センター6丁目 3 2 3 22 9 39 1
流通センター7丁目 1 12 8 9 1 31 1
大谷地流通業務団地 19 30 34 80 56 219 27

築年数（棟数）
建築年不明

周辺状況図

７丁目
1丁目

２丁目

３丁目

４丁目

５丁目 ６丁目

建蔽率

1丁目

２丁目

３丁目

４丁目

５丁目 ６丁目

７丁目

容積率
H28容積率・建蔽率の使用率

以上 ～ 未満

（出典）都市計画基礎調査（H28）／札幌市

（出典）都市計画基礎調査
（H28） ／札幌市



札幌市都市計画審議会 第４回土地利用計画等検討部会（平成29年11月2日開催）

■流通業務団地の土地利用制限 ■流通業務施設を取り巻く変化②

３ 論点別の見直しの方向（仮説）

大谷地流通業務団地の土地利用計画図

○流通業務施設に求められる機能として、従来的な保管
型の倉庫のみならず、集配送や流通加工も含めた「機
能の複合化」が進んでいる。

＜開設年代別＞物流施設の施設機能保有割合（東京都市圏）
（出典）グラフ：国土交通省

データ：第5回東京都市圏物資流動調査

○流通業務団地の都市計画は、立地する流通業務施設の敷地の
位置を定めることとされているため、各敷地には、都市計画
で定めた施設以外を建設することができない。（※）

○この規制により、流通業務機能が効率的に配置・集積される
とともに、流通業務施設以外の立地が制限されるため、団地
内に一般の人や車両が進入せず、流通機能の円滑化が図られ
ている。

○一方、立地する流通業務施設の種類を細かく区分して定めて
いることから、団地内であっても、施設更新のための種地の
ローリングが難しく、複数の機能を併せ持つ施設の建設もし
にくいといった課題を抱えている。

 建替えを下支えするためには、種地のローリングを促進し、近年、大型化・複合化している流通業務施設の立地にも対応で
きるよう、土地利用制限を見直す必要があるのではないか。

○流通業務施設の老朽化
○近年大型化・複合化する施設と現行の土地利用制限との不整合

○流通業務機能を維持するとともに、施設の大型化・複合化にも適切に対応するた
め、建物用途等の制限の見直しを検討

○密度構成の基本的な枠組み（容積率、建蔽率）は現状を維持しつつ、今後の個
別の更新を支えるため、土地利用計画制度の機動的な運用を図る

○流通業務団地としての機能の維持・向上

○老朽化した施設の更新を促進するための土地利用計画制度の適切な運用
■対応の方向性

■現状・課題 ■求められる視点

■論点別の見直しの方向（仮説）

■求められる対応

【土地利用計画上の対応の方向（仮説）】

○団地の土地利用再編や高度
化に向けた立地企業の合意
形成や土地利用転換の促進
に対する積極的な関与

【現在及び今後の取組】

参考 物流総合効率化法に基づく倉庫の高度化・効率化の促進

国では、産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化・多様
化、ドライバー不足等の物流を取り巻く課題への対応の重要性が増大
していることに鑑み、流通業務の総合化及び効率化を促進し、物流改
革の推進等を図ることとしている。平成17年に制定された物流総合効
率化法（平成28年最終改正）は、流通業務（輸送、保管、荷さばき及
び流通加工）を一体的に実施するとともに、「輸送網の集約」、
「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」等の輸送の合理化により流
通業務を効率化し、物資の流通に伴う環境負荷の低減及び流通業務の
省力化を図る事業に対する計画の認定や関連支援措置等について定め
ている。

※ 特定流通業務施設：一定規模の流通業務施設（トラックターミナル、卸売市場、倉
庫又は上屋）であって、高速自動車国道のIC等の物資の流通の結節点となるインフ
ラ等の近傍に立地するなどの要件を満たすもの。

物流網全体の総合化・効率化を促進

９

※ 用途地域は準工業地域を指定しているが、準工業地域の用途規制（建築基準法
第48条）は適用されない。

（出典）国土交通省


